
(その1）

収支報
生
ロ
室
自 令和2年分

開催分）（

（ふり がな） みらいとしこうそうけんきゆうかい

l政治団体の名称未来都市構想研究会

2主たる事務所の所在地静岡県沼津市末広町54

ｊ略
周，代表者の氏名麹
(名）

昌彦4会計責任者の氏名燗
事務担当者の氏名

（姓）

村田

(名）

順子

(電話） 055-951-1949

(電話）

(電話）

国会議員関係政治団体に関する
特例の適用期間

から

まで

(※複数の期間がある場合2つめ以降の期間）

政治団体の区分

U政 党 U政治資金規正法第18条の2第1項

口政 党 の 支 部 の規定による政治団体

口政 治 資 金 団 体 □その他の政治団体
□その他の政治団体の支部

活動区域の区分

U2以上の都道府県の区域等 口同一の都道府県の区域内

資金管理団体の指定の有無

回有

□ 無

公職の種類衆議院議員

(現職・候補者の別） （現職）

資金管理団体の届
出をした者の氏名

(姓） （名）

渡辺 周

国会議員関係政治団体の区分

回
□

政治資金規正法第19条の7第1項

第1号に係る国会議員関係政治団体

政治資金規正法第19条の7第1項

第2号に係る国会議員関係政治団体

公職の候補者
の 氏 名

(姓） （名）

渡辺 周

公職の種類衆議院議員

(現職・候補者の別） （現職）

公職の候補者（姓） （名）
の氏名（2人目）

公職の種類

(現職・候補者の別）

公職の候補者（姓） （名）
の氏名（3人目）

公職の種類

(現職・候補者の別）

資金管理団体の指定の期間

から

まで

(※複数の期間がある場合2つめ以降の期間）

入力満



取支の状祝(その2）

1 収支の総括表

2収入項目別金額の内訳

収 入 総 額 20,573,541
(前年からの繰越額）

（本年の収入額）

195,012

20,378,529
支 出 総 額 9,725,608
零年への繰越額 10,847,933

(1)個人の負担する党費又は会費

金 額 0
に．

貝 数（党費又は会費を納入した人の数） 0

(2)寄附

ア寄附(イを除く ○ )の区分 金 額 備 考

(ｱ）個人からの寄附

（
シ

フ ち特定寄附）

(ｲ）法人その他の団体からの寄附

(ｳ）政治団体からの寄附

5,873,393
0

0

14,505, 134
小計 （ｱ） ＋ （ｲ） ＋ （ｳ） 20,378,527
(寄附のうち寄附のあっせんによるもの） 0

イ政党匿名寄附 0

合計 （ア＋イ） 20,378,527



I I

ノ

(その6）

(6)その他の収入

行番号 摘 要 金 額 備 考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

この頁の小計 0



(その6）

(6)その他の収入

行番号 摘 要 金 額 備 考

15

この頁の小計 0

1件10万円未満のもの 2

,△ 計ロ 2



(その7）

(7)寄附の内訳 寄附者の区分 1.個人

行番号
寄附者の氏名

(団体にあっては、その名称） 金 額 年月日
住所(団体にあっては、主たる事務所の所在

地）
職業(団体にあっては、代

表者の氏名） 備 考

1 田邉文保 2,000 R2/1/8 静岡県伊東市岡1384-28 自営業

2 田邉文保 2,000 R2/1/31 静岡県伊東市岡1384-28 自営業

3 田邉文保 2,000 R2/3/6 静岡県伊東市岡1384-28 自営業

4 田邉文保 2,000 R2/4/2 静岡県伊東市岡1384-28 自営業

5 田邉文保 2,000 R2/5/7 静岡県伊東市岡1384-28 自営業

6 田邉文保 2,000 R2/6/2 静岡県伊東市岡1384-28 自営業

７ 田邉文保 2，000 R2/7/3 静岡県伊東市岡1384-28 自営業

8 田邉文保 2,000 R2/7/31 静岡県伊東市岡1384-28 自営業

9 田邉文保 2,000 R2/9/2 静岡県伊東市岡1384-28 自営業

10 田邉文保 2,000 R2/10/2 静岡県伊東市岡1384-28 自営業

ll 田邉文保 2,000 R2/11/2 静岡県伊東市岡1384-28 自営業

12 田邉文保 2,000 R2/12/3 静岡県伊東市岡1384-28 自営業

13 (小計） 24,000

14 大石代悟 10，000 R2/1/8 静岡県沼津市若葉町13-24-709 自営業

15 大石代悟 10,000 R2/1/31 静岡県沼津市若葉町13-24-709 自営業

この頁の小計 44,000



一

！

(その7）

(7)寄附の内訳 寄附者の区分 1.個人

行番号
寄附者の氏名

(団体にあっては、その名称）
金 額 年月日

1王ﾉﾂT(m1率にあっては、王たゐ事務HTのjﾂT在

地）
職業(団体にあっては、代

表者の氏名） 備 考

16 大石代悟 10，000 R2/3/6 静岡県沼津市若葉町13-24-709 自営業

17 大石代悟 10，000 R2/4/2 静岡県沼津市若葉町13-24-709 自営業

18 大石代悟 10，000 R2/5/7 静岡県沼津市若葉町13-24-709 自営業

19 大石代悟 10,000 R2/6/2 静岡県沼津市若葉町13-24-709 自営業

20 大石代悟 10,000 R2/7/3 静岡県沼津市若葉町13-24-709 自営業

21 大石代悟 10,000 R2/7/31 静岡県沼津市若葉町13-24-709 自営業

22 大石代悟 10，000 R2/9/2 静岡県沼津市若葉町13-24-709 自営業

23 大石代悟 10，000 R2/10/2 静岡県沼津市若葉町13-24-709 自営業

24 大石代悟 10,000 R2/11/2 静岡県沼津市若葉町13-24-709 自営業

25 大石代悟 10，000 R2/12/3 静岡県沼津市若葉町13-24-709 自営業

26 (小計） 120,000

27 大石茂子 3,000 R2/1/8 静岡県沼津市若葉町13-24-709 自営業

28 大石茂子 3,000 R2/1/31 静岡県沼津市若葉町13-24-709 自営業

29 大石茂子 3,000 R2/3/6 静岡県沼津市若葉町13-24-709 自営業

30 大石茂子 3,000 R2/4/2 静岡県沼津市若葉町13-24-709 自営業

この頁の小計 112,000



(その7）

(7)寄附の内訳 寄附者の区分 1.個人

行番号
寄附者の氏名

(団体にあっては、その名称）
金 額 年月日

住所(団体にあっては、主たる事務所の所在
地）

職業(団体にあっては、代
表者の氏名） 備 考

31 大石茂子 3,000 R2/5/7 静岡県沼津市若葉町13-24-709 自営業

32 大石茂子 3,000 R2/6/2 静岡県沼津市若葉町13-24-709 自営業

33 大石茂子 3,000 R2/7/3 静岡県沼津市若葉町13-24-709 自営業

34 大石茂子 3,000 R2/7/31 静岡県沼津市若葉町13-24-709 自営業

35 大石茂子 3,000 R2/9/2 静岡県沼津市若葉町13-24-709 自営業

36 大石茂子 3,000 R2/10/2 静岡県沼津市若葉町13-24-709 自営業

37 大石茂子 3，000 R2/11/2 静岡県沼津市若葉町13-24-709 自営業

38 大石茂子 3,000 R2/12/3 静岡県沼津市若葉町13-24-709 自営業

39 (小計） 36,000

40 西原孝次 30，000 R2/1/8 静岡県駿東郡長泉町竹原327-1 会社役員

41 西原朝子 20，000 R2/1/8 静岡県三島市南田町7-3 会社役員

42 大金津義 2,000 R2/1/8 静岡県沼津市吉田町18-23 無職

43 大金津義 2,000 R2/1/31 静岡県沼津市吉田町18-23 無職

44 大金津義 2,000 R2/3/6 静岡県沼津市吉田町18-23 無職

45 大金津義 2,000 R2/4/2 静岡県沼津市吉田町18-23 無職

この頁の小計 82,000



(その7）

(7)寄附の内訳 寄附者の区分 1.個人

行番号
寄附者の氏名

(団体にあっては、その名称）
金 額 年月日

住所(団体にあっては、主たる事務所の所在
地）

職業(団体にあっては、代

表者の氏名） 備 考

46 大金津義 2,000 R2/5/7 静岡県沼津市吉田町18-23 無職

47 大金津義 2,000 R2/6/2 静岡県沼津市吉田町18-23 無職

48 大金津義 2,000 R2/7/3 静岡県沼津市吉田町18-23 無職

49 大金津義 2,000 R2/7/31 静岡県沼津市吉田町18-23 無職

50 大金津義 2,000 R2/9/2 静岡県沼津市吉田町18-23 無職

51 大金津義 2,000 R2/10/2 静岡県沼津市吉田町18-23 無職

52 大金津義 2,000 R2/11/2 静岡県沼津市吉田町18-23 無職

53 大金津義 2,000 R2/12/3 静岡県沼津市吉田町18-23 無職

54 (小計） 24,000

55 岩崎一雄 5,000 R2/1/8 静岡県沼津市我入道秋葉町414-3 税理士

56 岩崎一雄 5,000 R2/1/31 静岡県沼津市我入道秋葉町414-3 税理士

57 岩崎一雄 5,000 R2/3/6 静岡県沼津市我入道秋葉町414-3 税理士

58 岩崎一雄 5,000 R2/4/2 静岡県沼津市我入道秋葉町414-3 税理士

59 岩崎一雄 5,000 R2/5/7 静岡県沼津市我入道秋葉町414-3 税理士

60 岩崎一雄 5,000 R2/6/2 静岡県沼津市我入道秋葉町414-3 税理士

この頁の小計 46,000



(その7）

(7)寄附の内訳 寄附者の区分 1.個人

行番号
寄附者の氏名

(団体にあっては、その名称） 金 額 年月日
住所(団体にあっては、主たる事務所の所在

地）
職業(団体にあっては、代

表者の氏名） 備 考

61 岩崎一雄 5,000 R2/7/3 静岡県沼津市我入道秋葉町414-3 税理士

62 岩崎一雄 5,000 R2/7/31 静岡県沼津市我入道秋葉町414-3 税理士

63 岩崎一雄 5,000 R2/9/2 静岡県沼津市我入道秋葉町414-3 税理士

64 岩崎一雄 5,000 R2/10/2 静岡県沼津市我入道秋葉町414-3 税理士

65 岩崎一雄 5,000 R2/11/2 静岡県沼津市我入道秋葉町414-3 税理士

66 岩崎一雄 5,000 R2/12/3 静岡県沼津市我入道秋葉町414-3 税理士

67 (小計） 60，000

68 杉本龍哉 1，000 R2/1/8 静岡県静岡市清水区村松原3-4-6 会社役員

69 杉本龍哉 1,000 R2/1/31 静岡県静岡市清水区村松原3-4-6 会社役員

70 杉本龍哉 1,000 R2/3/6 静岡県静岡市清水区村松原3-4-6 会社役員

71 杉本龍哉 1,000 R2/4/2 静岡県静岡市清水区村松原3-4-6 会社役員

72 杉本龍哉 1，000 R2/5/7 静岡県静岡市清水区村松原3-4-6 会社役員

73 杉本龍哉 1,000 R2/6/2 静岡県静岡市清水区村松原3-4-6 会社役員

74 杉本龍哉 1,000 R2/7/3 静岡県静岡市清水区村松原3-4-6 会社役員

75 杉本龍哉 1，000 R2/7/31 静岡県静岡市清水区村松原3-4-6 会社役員

この頁の小計 38,000



'

(その7）

(7)寄附の内訳 寄附者の区分 l.個人

行番号
寄附者の氏名

(団体にあっては、その名称）
金 額 年月日

住所(団体にあっては、主たる事務所の所在
地）

職業(団体にあっては、代
表者の氏名） 備 考

76 杉本龍哉 1，000 R2/9/2 静岡県静岡市清水区村松原3-4-6 会社役員

77 杉本龍哉 1，000 R2/10/2 静岡県静岡市清水区村松原3-4-6 会社役員

78 杉本龍哉 1，000 R2/11/2 静岡県静岡市清水区村松原3-4-6 会社役員

79 杉本龍哉 1，000 R2/12/3 静岡県静岡市清水区村松原3-4-6 会社役員

80 (小計） 12,000

81 橘直人 1,000 R2/1/8 静岡県静岡市駿河区西脇1281-6-206 会社員

82 橘直人 1，000 R2/1/31 静岡県静岡市駿河区西脇1281-6-206 会社員

83 橘直人 1,000 R2/3/6 静岡県静岡市駿河区西脇1281-6-206 会社員

84 橘直人 1,000 R2/4/2 静岡県静岡市駿河区西脇1281-6-206 会社員

85 橘直人 1，000 R2/5/7 静岡県静岡市駿河区西脇1281-6-206 会社員

86 橘直人 1,000 R2/6/2 静岡県静岡市駿河区西脇1281-6-206 会社員

87 橘直人 1，000 R2/7/3 静岡県静岡市駿河区西脇1281-6-206 会社員

88 橘直人 1,000 R2/7/31 静岡県静岡市駿河区西脇1281-6-206 会社員

89 橘直人 1,000 R2/9/2 静岡県静岡市駿河区西脇1281-6-206 会社員

90 橘直人 1，000 R2/10/2 静岡県静岡市駿河区西脇1281-6-206 会社員

この頁の小計 14,000



、

1

一

(その7）

(7)寄附の内訳 寄附者の区分 1.個人

行番号
寄附者の氏名

(団体にあっては、その名称）
金 額 年月日

住所(団体にあっては、主たる事務所の所在

地）

職業(団体にあっては、代
表者の氏名） 備 考

91 橘直人 1，000 R2/12/3 静岡県静岡市駿河区西脇1281-6-206 会社員

92 (小計） 11,000

93 朝波順策 1，000 R2/1/8 静岡県静岡市葵区安東3-19-38 会社員

94 朝波順策 1,000 R2/1/31 静岡県静岡市葵区安東3-19-38 会社員 ､

f印

95 朝波順策 1,000 R2/3/6 静岡県静岡市葵区安東3-19-38 会社員

96 朝波順策 1,000 R2/4/2 静岡県静岡市葵区安東3-19-38 会社員

97 朝波順策 1，000 R2/5/7 静岡県静岡市葵区安東3-19-38 会社員

98 朝波順策 1，000 R2/6/2 静岡県静岡市葵区安東3-19-38 会社員

99 朝波順策 1,000 R2/7/3 静岡県静岡市葵区安東3-19-38 会社員

100 朝波順策 1,000 R2/7/31 静岡県静岡市葵区安東3-19-38 会社員

101 朝波順策 1,000 R2/9/2 静岡県静岡市葵区安東3-19-38 会社員

102 朝波順策 1,000 R2/10/2 静岡県静岡市葵区安東3-19-38 会社員

103 朝波順策 1，000 R2/11/2 静岡県静岡市葵区安東3-19-38 会社員

104 朝波順策 1，000 R2/12/3 静岡県静岡市葵区安東3-19-38 会社員

105 (小計） 12,000

この頁の小計 13,000



(その7）

(7)寄附の内訳 寄附者の区分 1.個人

行番号
寄附者の氏名

(団体にあっては、その名称）
金 額 年月日

住所(団体にあっては、主たる事務所の所在

地）

職業(団体にあっては、代
表者の氏名） 備 考

106 井原英貴 10,000 R2/1/8 静岡県三島市若松町4675-6 税理士

107 井原英貴 10，000 R2/1/31 静岡県三島市若松町4675-6 税理士

108 井原英貴 10,000 R2/3/6 静岡県三島市若松町4675-6 税理士

109 井原英貴 10，000 R2/4/2 静岡県三島市若松町4675-6 税理士

110 井原英貴 10,000 R2/5/7 静岡県三島市若松町4675-6 税理士

111 井原英貴 10,000 R2/6/2 静岡県三島市若松町4675-6 税理士

112 井原英貴 10，000 R2/7/3 静岡県三島市若松町4675-6 税理士

113 井原英貴 10,000 R2/7/31 静岡県三島市若松町4675-6 税理士

114 井原英貴 10,000 R2/9/2 静岡県三島市若松町4675-6 税理士

115 井原英貴 10，000 R2/10/2 静岡県三島市若松町4675-6 税理士

116 井原英貴 10，000 R2/11/2 静岡県三島市若松町4675-6 税理士

117 井原英貴 10,000 R2/12/3 静岡県三島市若松町4675-6 税理士

118 井原英貴 200,000 R2/12/18 静岡県三島市若松町4675-6 税理士

119 (小計） 320,000

120 渡辺八郎 12,000 R2/1/31 静岡県裾野市公文名150 無職

この頁の小計 332,000



1

.〆

(その7）

(7)寄附の内訳 寄附者の区分 1.個人

行番号
寄附者の氏名

(団体にあっては、その名称）
金 額 年月日

住所(団体にあっては、主たる事務所の所在

地）
職業(団体にあっては、代

表者の氏名） 備 考

121 加藤秀臣 6,000 R2/1/31 静岡県沼津市岡宮1345-36 無職

122 加藤秀臣 6,000 R2/7/31 静岡県沼津市岡宮1345-36 無職

123 (小計） 12,000

124 田中和雄 12，000 R2/3/6 静岡県沼津市下香貫塚田2298-1 無職

125 栗田省吾 36,000 R2/5/7 静岡県駿東郡長泉町下土狩509-26 歯科医師

126 勝問田実 12,000 R2/5/16 静岡県裾野市御宿745-11 自営業

127 青木克彦 10，000 R2/6/23 静岡県沼津市西浦立保85－1 会社員

128 青木克彦 10，000 R2/12/24 静岡県沼津市西浦立保85-1 会社員

129 (小計） 20,000

130 福岡延良 10,000 R2/12/3 静岡県沼津市大岡3235-9 無職

131 上田学 12,000 R2/12/11 静岡県沼津市寿町5-36 無職

132 土屋刊忠 12,000 R2/12/11 静岡県沼津市駿河台12-11 無職

133 渡辺周 1,000,000 R2/1/15 静岡県沼津市末広町39 国会議員

134 渡辺周 1,500,000 R2/2/14 静岡県沼津市末広町39 国会議員

135 渡辺周 1,000,000 R2/5/15 静岡県沼津市末広町39 国会議員

この頁の小計 3,626,000



(その7）

(7)寄附の内訳 寄附者の区分 1.個人

行番号
寄附者の氏名

(団体にあっては、その名称）
金 額 年月日

住所(団体にあっては、主たる事務所の所在
地）

職業(団体にあっては、代
表者の氏名） 備 考

136 渡辺周 1,000,000 R2/7/17 静岡県沼津市末広町39 国会議員

137 渡辺周 566,393 R2/12/14 静岡県沼津市末広町39 国会議員
国民民主党残務処
理分

138 (小計） 5,066,393

139

この頁の小計 1,566,393

その他の寄附 0

合 計 5，873，393



、
ノ

(その7）

(7)寄附の内訳 寄附者の区分 3.政治団体

行番号
寄附者の氏名

(団体にあっては、その名称）
金 額 年月日

住所(団体にあっては、主たる事務所の所在
地）

職業(団体にあっては、代
表者の氏名） 備 考

1 国民民主党本部 10,000,000 R2/9/4 東京都千代田区永田町1-11-1 玉木雄一郎

2 国民民主党静岡県第6区総支部 3,505,134 R2/9/10 静岡県沼津市末広町54 渡辺周

3 静岡県改革協議会 1,000,000 R2/9/29
静岡県静岡市葵区紺屋町4-8ガーデ
ンスクェア第3ピル7階

野澤和彦

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

の頁の小計
一

匹 14,505,134



(その7）

(7)寄附の内訳 寄附者の区分 3.政治団体

行番号
寄附者の氏名

(団体にあっては、その名称）
金 額 年月日

住所(団体にあっては、主たる事務所の所在
地）

職業(団体にあっては、代
表者の氏名） 備 考

15

この頁の小計 0

その他の寄附 0

合 計 14,505,134



l
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その13）

3支出項目別金額の内訳

(1)支出の総括表

項 目 金 額
備 考

本部又は支部に対して
供与した交付金に係る支出

1経 常 経 費

(1)人 件 費 4,369,580 0

(2)光 熱 水 費 0 0

(3)備品 ． 消耗品費 7,788 0

(4)事 務 所 費 376,770 0

小 計 4,754,138 0

2政 治 活 動 費

(1)組 織 活 動 費 1,139,470 0

(2)選 挙 関 係 費 0 0

(3)機関紙誌の発行その他の事業費

ア機関紙誌の発行事業費

イ宣 伝 事 業 費

ウ政治資金パーティー開催事業費

エその他の事業費

132,000

0

132,000

0

0

0

0

0

0

0

(4)調 査 研 究 費 0 0

(5)寄附 ・ 交付金 3,700,000 0

(6)そ の 他 の 経費 0 0

小 計 4,971,470 0

合 計 9,725,608



h
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(その14）

(2)経常経費（人件費を除く。 ）の内訳 項 目 別 区 分 3．備品・消耗品費

行番号 支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称）

支出を受けた者の住所(団体にあっては、主た
る事務所の所在地）

備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

この頁の小計 0



ノ

(その14）

I

(2)経常経費（人件費を除く。 ）の内訳 項 目 別 区 分 3．備品・消耗品費

行番号 支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称）
支出を受けた者の住所(団体にあっては、主た

る事務所の所在地） 備考

15

この頁の小計 0

その他の支出 7,788

合 計 7,788



、

1

(その14)

(2)経常経費（人件費を除く。 ）の内訳 項 目 別 区 分 4．事務所費

行番号 支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称）
支出を受けた者の住所(団体にあっては、主た

る事務所の所在地） 備考

1 電報代 11,330 R2/8/5 ㈱しようわ 大阪府大阪市西区京町堀2-6-28

2 電報代 10, 197 R2/10/5 ㈱しようわ 大阪府大阪市西区京町堀2-6-28

3 電報代 11,330 R2/12/4 ㈱しようわ 大阪府大阪市西区京町堀2-6-28

4 監査報酬 199,580 R2/12/15 井原会計事務所 静岡県三島市若松町4675-6

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

この頁の小計 232,437



、

(その14）

(2)経常経費（人件費を除く。 ）の内訳 項 目 別 区 分 4．事務所費

行番号 支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称）
支出を受けた者の住所(団体にあっては、主た

る事務所の所在地）
備考

15

この頁の小計 0

その他の支出 144,333
"今 計口 376,770



、 、
１
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(その15）

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分
1．組織活動費

旅費交通費

行番号 支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称）
支出を受けた者の住所(団体にあっては、主

たる事務所の所在地） 備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

この頁の小計 0



、
１
Ｊ
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(その15）

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分
1．組織活動費

旅費交通費

行番号 支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称）
支出を受けた者の住所(団体にあっては、主

たる事務所の所在地） 備考

15

この頁の小計 0

その他の支出 511，670

合 計 511,670



、

(その15）

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分
1．組織活動費

行事・会議費

行番号 支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称）
支出を受けた者の住所(団体にあっては、主

たる事務所の所在地）
備考

1 会費 20,000 R2/1/10 中連合神輿会 静岡県沼津市下香貫山宮前3052-33

2 会費 12,100 R2/2/7 ボーイスカウト沼津第4団 静岡県沼津市原1721-51

3 会費 30，000 R2/6/22 一般社団法人静岡県人会 東京都千代田区平河町2-6-3

4 会費 12,000 R2/7/17 静岡県日中友好協会 静岡県浜松市浜北区油一色132-1

『ー

、

6

7

8

9

10

11

12

13

14

この頁の小計 74,100



(その15）

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分
1．組織活動費

行事・会議費

行番号 支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称）
支出を受けた者の住所(団体にあっては、主

たる事務所の所在地）
備考

15

この頁の小計 0

その他の支出 553,700

合 計 627,800



(その15）

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分
4．宣伝事業費

宣伝広告費

行番号 支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称）
支出を受けた者の住所(団体にあっては、主

たる事務所の所在地） 備考

1 番組放送料 11,000 R2/1/17 ㈱エフエム熱海湯河原 静岡県熱海市上宿町9-5

2 番組放送料 11,000 R2/2/19 ㈱エフエム熱海湯河原 静岡県熱海市上宿町9-5

3 番組放送料 11,000 R2/3/18 ㈱エフエム熱海湯河原 静岡県熱海市上宿町9-5

4 番組放送料 11，000 R2/4/17 ㈱エフエム熱海湯河原 静岡県熱海市上宿町9-5

F

D 番組放送料 11,000 R2/5/22 ㈱エフエム熱海湯河原 静岡県熱海市上宿町9-5

6 番組放送料 11，000 R2/6/22 ㈱エフエム熱海湯河原 静岡県熱海市上宿町9－5

7 番組放送料 11,000 R2/7/17 ㈱エフエム熱海湯河原 静岡県熱海市上宿町9-5

8 番組放送料 11,000 R2/8/17 ㈱エフエム熱海湯河原 静岡県熱海市上宿町9-5

9 番組放送料 11,000 R2/9/18 ㈱エフエム熱海湯河原 静岡県熱海市上宿町9-5

10 番組放送料 11，000 R2/10/22 ㈱エフエム熱海湯河原 静岡県熱海市上宿町9-5

11 番組放送料 11,000 R2/11/19 ㈱エフエム熱海湯河原 静岡県熱海市上宿町9-5

12 番組放送料 11,000 R2/12/14 ㈱エフエム熱海湯河原 静岡県熱海市上宿町9-5

13

14

この頁の小計 132,000



、

(その15）

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分
4．宣伝事業費

官伝広告費

行番号 支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称）
支出を受けた者の住所(団体にあっては、主

たる事務所の所在地） 備考

15

この頁の小計 0

その他の支出 0

合 計 132,000



１
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(その15）

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分
8．寄附・交付金

寄付

行番号 支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称）
支出を受けた者の住所(団体にあっては、主

たる事務所の所在地） 備考

1 寄付 1,500,000 R2/9/23 立憲民主党静岡県第6区総支部 静岡県沼津市末広町54

2 寄付 1,000,000 R2/9/28 立憲民主党静岡県第6区総支部 静岡県沼津市末広町54

3 寄付 1,200,000 R2/10/15 立憲民主党静岡県第6区総支部 静岡県沼津市末広町54

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

この頁の小計 3,700,000



、

(その15）

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分
8．寄附・交付金

寄付

行番号 支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称）
支出を受けた者の住所(団体にあっては、主

たる事務所の所在地）
備考

15

この頁の小計 0

その他の支出 0

合 計 3,700,000



、

負産等の状況(その17）

1 資産等の総括表

資産等の有無

資産等の項目別区分 有 無 備 考

ア士 地 □ 回

イ 建 勉 □ 回

ウ建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 □ 回

エ亟侵里価題丞ユQQ互巴童超星亙動産 □ 回

オ
預金1萱通預金里型当座頚金堂陸＆
エ蛙鮭全1萱通鮭 金を 除き

ユ

堅

１
１

□ 回

力金 銭 信 証 □ 回

キ宜 価 証 券 □ 回

ク世 資 厘 よ る 権 型 □ 回

ケ貸位垂ごとの残高が100万円迄超える貸付金 □ 回

．童払並並迄全馥丞LQQ互巴塗超星互敷金 □ 回

サ取侵の価額逆ﾕQQ互巴と超乙亙迩設里韮u里1三閨土重権
型

□ 回

シ借入土ごとの残高が100万巴迄超主皇借入金 □ □



圭
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E三(その20)

添付書類（別添のとおり）

回 1 領収書等の写し

□ 2監査意見書（政党及び政治資金団体に限る。 ）

日 3政治資金監査報告書（国会議員関係政治団体に限る。 ）

この報告書は、政治資金規正法に従って作成したものであって、真実に相違ありません。

令和3年1月 18日

政治団体の名称未来都市構想研究会

繊昌彦会計責任者の氏名 山田

代表者の氏名 （代表者については解散時のみ記入すること）

(印）
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鰐4

政治資金監査報告書

令和3年／月/g日

未来都市構想研究会

代表渡辺周殿

鐘蕊録政論資金監査▲井原英責
登録番号第1212号

研修修了平成23年7月13日

1．監査の概要

(1)私は、政治資金規正法(以下「法」という。 ）第19条の13第1項の規定に基づき、

未来都市構想研究会の令和2年1月1日から令和2年12月31日までの法第12

条第1項に規定する報告書並びに当該報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書

等、領収書等を徴し難かった支出の明細書及び振込明細書(以下「会計帳簿等

の関係書類」という。 ）について、支出に関する政治資金監査を行った。

(2)この政治資金監査は、法第19条の13第2項に定めるところにより政治資金適正

化委員会が定める「政治資金監査に関する具体的な指針」（以下「政治資金監査

マニュアル」という。 ）に基づき行った。

(3)私の責任は、外部性を有する第三者として、国会議員関係政治団体の会計責任

者の作成した会計帳簿等の関係書類について、政治資金監査マニュアルに基づ

き政治資金監査を行った結果を報告することにある。

(4)この政治資金監査は、未来都市構想研究会の主たる事務所において行った。

／

2．監査の結果

私が実施した政治資金監査の結果は、以下のとおりである。

(1)法第19条の13第2項第1号に規定する事項について、会計帳簿、明細書、領

-1-
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収書等、振込明細書及び振込明細書にかかる支出目的書が保存されていた。

(2)法第19条の13第2項第2号に規定する事項について、会計帳簿には、当該国

会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され、かつ、当該

国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。

(3)法第19条の13第2項第3号に規定する事項について、法第12条第1項に規定

する報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、及び振込明細書に基づいて支出

の状況が表示されていた。

(4)法第19条の13第2項第4号に規定する事項について、領収書等を徴し難かっ

た支出の明細書等は、存在しなかった。

①

3．業務制限

未来都市構想研究会と私との間には、法第19条の13第5項の規定に違反する事

実はない。

また、未来都市構想研究会と政治資金監査の業務を補助した使用人その他の従

業者との間においても、同様である。

以上

ゆ

－2－


